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■テキスト 
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P.268 の右から 18 行目と P.269 の右から 1 行目を入れ替え 

（誤）底いうことはできない。（四）このようなわけで、A 課長のした行政指導が 

違法であるとすることはできない。」（京都地判昭和四十七 行政指導にみ 

られる、不十分さは不親切な指導であったとのそしりは免れないにしても 

、これを不法性の大きな侵害行為であると到 

（正）行政指導にみられる、不十分さは不親切な指導であったとのそしりは免れ 

ないにしても、これを不法性の大きな侵害行為であると到底いうことはで 

きない。（四）このようなわけで、A 課長のした行政指導が違法であるとす 

ることはできない。」（京都地判昭和四十七 
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